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JCAN トラステッド・サービス登録（電子契約） 
-リモート署名版-の基準を作成 

2017 年12 月25 日 
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

 （法人番号︓1010405009403） 

 
 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（所在地︓東京都港区、会⻑︓牧野 ⼒、以下 JIPDEC）は、今般、JCAN
トラステッド・サービス登録（電子契約）-リモート署名版-の基準（以下、本基準）を作成しました。 

今後、JIPDEC は、本基準を基に、信頼ある電子契約サービスの審査・登録を進めて参ります。 
 
トラステッド・サービスの基準作成に至った背景 

近年、企業間取引等における各種契約において、契約⽂書の電子化が急速に進んでいます。 
JIPDEC が2017 年1 月に実施した「企業ＩＴ利活⽤動向調査2017」（※）によると、42.4%の組織がすでに

電子契約を何らかの形で採⽤しています。さらに、電子契約の採⽤を検討しているまでを含めると 65.6%とな
り、電子契約のニーズの⾼さが⾒て取れます。 

 
図︓電子契約の利⽤状況の経年⽐較（2015〜2017 年調査）※ 

※JIPDEC「IT-Report 2017 Spring」 
（https://www.jipdec.or.jp/library/itreport/2017itreport̲spring.html） 
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電子契約を⾏う企業や個人は、電子契約サービスと呼ばれるアプリケーションを利⽤することが通例であり、
近年、クラウドを活⽤したさまざまな電子契約サービスが登場しています。他⽅、電子契約を⾏うユーザーの視
点からは多種多様の電子契約サービスのうち、信頼性のあるものをいかに選択するかが大きな課題になっていま
す。実は、このことは電子契約サービスに限らず、インターネットを活⽤したサービスに共通する課題です。 

JIPDEC は、インターネット上で信頼できる（トラステッドな）サービスという意味で、トラステッド・サー
ビスという概念を創案しました。そして、サービス分野ごとに、トラステッド・サービスに該当するかどうかの
基準を策定し、個々のサービスがそれらの基準に適合する場合に、そのサービスを登録する仕組み作りに着手し
ました。すでに、従来からの電子証明書に関する知識と経験を⽣かして、信頼できる認証局を評価する仕組みと
して、JCAN トラステッド・サービス登録（認証局）を開始したところです。 

今般、電子契約サービスにおいても同様の基準が必要と判断し、JCAN トラステッド・サービス登録（電子契
約）-リモート署名版-の基準を作成しました。 

リモート署名とは、事業者のサーバーに利⽤者の署名鍵を設置・保管し、利⽤者がサーバーにリモートでログ
インし、⾃らの署名鍵で事業者のサーバー上で⾏う電子署名のことであり、クラウドを活⽤する電子契約サービ
スの重要な要素技術です。 

JIPDEC の以下に示すURL において、その概要を公開しました。 
URL: https://itc.jipdec.or.jp/jcan-trusted-service/remote-signature.html 
 
JIPDEC は、本基準が、電子契約サービスのベンダー及びユーザーの両者にとって有益なものとなり、ひいて

は電子契約サービスの健全な普及につながることを祈念しております。 
 
◆本件に関するお問い合わせ先◆ 
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 
インターネットトラストセンター 大泰司・伊藤 
TEL: 03-5860-7562 FAX: 03-5573-0561 
URL: https://itc.jipdec.or.jp/jcan-trusted-service/remote-signature.html 
 
【JIPDEC について】 
名 称︓ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 
法人番号︓1010405009403 
会 ⻑︓牧野 ⼒ 
所在地︓〒106-0032 東京都港区六本⽊一丁目9 番9 号 六本⽊ファーストビル内 
URL︓https://www.jipdec.or.jp/ 

JIPDEC は、1967 年よりわが国の情報化推進の一翼を担い、技術的・制度的課題の解決に向けたさまざまな
活動を展開しています。特に、安⼼安全な情報利活⽤環境の構築を図るため、プライバシーマーク制度の運⽤、
｢サイバー法人台帳ROBINS｣や｢JCAN 証明書｣等のインターネットトラスト事業、オープンデータや個人情報の
取扱い等情報の保護と活⽤に関する調査研究・政策提⾔等を⾏っています。 


